
  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 憲法はじめの一歩 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   「２０２３ 憲法の木 ～自民党憲法改正草案で私たちのくらしはどう変わるの？」 

     私たち「憲法はじめの一歩」のメンバーは、2018年に、日本国憲法 103条の中から 

    ”大切に思う条文”"自分の好きな条文”を投票で選んで「憲法の木」を作りました。 

    「前文」という大地に根をはる憲法の木には、「条文」という枝々が広がっています。 

    枝には、その条文と結びついた日常のひとコマを写真に撮って貼りました。 

     あれから 6年、盤石と思っていた日本国憲法も、毎週のように開かれる憲法審査会で改憲に向けて 

    の論議が進んでいます。改憲は眼の前です。 

     2012年に出された自民党憲法改正草案で、憲法はどう変わるのか、可視化してみました。 

 

    「日本国民は～」から始まる前文は「日本国は～」に変わり、かなりの部分が削除され国民主権が後 

    退、永久の権利の基本的人権を謳った 97条は全文削除、平和主義の 9条は国防軍の保持となり、 

    「戦争の放棄」が「安全保障」にすり替わっています。 

    「公共の福祉に反しない」が「公益及び公の秩序に反しない」となって、制限がかかり国のために反す 

    ることは違憲となってしまいます。 

    「家族の助け合い」が義務となり自助を明記し、公助が後退しています。 

    他にも、いろいろ変更部分はあります。（注意深く、読み込まないと分からないようになっています） 

 

     「憲法の木」は損なわずそのままで、その上に、クリアファイルを貼って、これらの変更部分を書き 

    加えたり、バッテンで削除を示したり、付箋で感想を加えたりしました。 

     分かり易かったという感想をいただきました。 

  

  ＜２０２３ あなたの好きな憲法条文は？ シール投票結果＞ 計 1８３票（複数回答含む） 

 

   ・第 1位  9条 戦争放棄 （5１票）  もう戦争はしません。軍隊は持ちません。      

   ・第 2位  13条 個人の尊重・幸福追求権（16票）  みんなちがってみんないい。 

   ・第 2位  97条 基本的人権は永久の権利 （16票） 人権は未来の人たちにバトンタッチ。 

   ・第 3位  11条 基本的人権（15票） 自分らしく、人間らしく生きていく権利。子や孫にだって。    

   ・第 4位  14条 法の下に平等 （14票） 肌の色、宗教、男か女などで差別はダメ。 

   ・第 4位  25条 生存権（14票） 人間らしく生きる権利。健康で文化的な最低限度の生活。 

   ・第 4位  前文 恒久の平和を念願、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。（14票） 

   ・第 5位  19条 思想及び良心の自由（10票） あたまの中で何を考えてもいいよ。 

   ・第 6位  12条 不断の努力（7票） 「権利」を奪われないよう頑張ります。 

   ・第 6位  23条 学問の自由（7票） 好きなことを学んだり教えたりできる。 

   ・第 6位  99条 憲法尊重擁護する義務（7票） 天皇、議員等公務員は憲法を守ってね。 

   ・第 7位  21条 表現の自由（6票） 好きに集会、言論、出版していいよ。 

   ・第 7位  24条 婚姻は両性の合意のみ（6票）  夫婦は平等、夫婦でも自分らしく。 

 

               今年はようやくコロナも落ち着き来場者も多く、「憲法の木」のシール投票も昨年より多く人の方が参加してくださ

いました。（今回で 5回目） 

               自民党改憲草案と比べた展示になったので、よけい日本国憲法の素晴らしさが際立ったような気がします。 

               昨年からのロシア・ウクライナ戦争が続き、南西諸島への軍備の配備・軍事費の増大など、平和にはほど遠い

日々、為政者には憲法擁護の義務があると言いたいシール投票の結果になりました。           


